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若松区人口 8万4388人、世帯数3万3649世帯（平成23年12月1日現在）

平成23年

編 集 若松区役所総務企画課 ☎761・5321（代表）　  751・6274

●時間は24時間表記。
●料金について記載のない催しは
　入場無料（参加無料）。
●はがき・往復はがきの
　記入方法は4ページを参照。
＝申し込み　 ＝問い合わせ　
＝共通の内容

1月の無料相談
❶交通事故相談　13日㈮9～16時。
❷法律人権相談　20日㈮13時30分
～16時30分。先着24組。＃19日8時30
分から☎761・0039へ。
❸行政相談　27日㈮10 ～15時。
❹心配ごと相談　民生委員が応じま
す。11日㈬・25日㈬の13 ～16時。
　♦若松区役所で。♥❶～❸若松
区役所総務企画課☎761・0039、❹若
松区社会福祉協議会☎761・3422へ。

1月の保健福祉無料相談
❶ 精 神 保 健 福 祉 相 談、酒 害 相 談　
精神科医が応じます。13日㈮・27日㈮
（酒害相談は27日だけ）。13時30分
～15時30分、若松区役所で。先着各2
組。＃4日から♥先へ。
❷障害者くらし相談会　障害者地域
生活支援センターの相談員が応じま
す。17日㈫12時30分～14時30分、若
松区役所で。対象は障害者や家族。先
着4組。＃10日から♥先へ。
❸ささえあい相談会　介護経験者な
どが応じます。18日㈬10時30分～15
時30分、若松中央市民センターで。対
象は寝たきりや認知症の高齢者を介
護している家族。
❹高齢者・障害者あんしん法律相談
弁護士が応じます。19日㈭13 ～17時、

若松区役所で。対象はおおむね65歳
以上の要援護高齢者と家族など。＃
16日までに♥先へ。
　♦♥若松区役所「高齢者・障害
者相談コーナー」☎751・4800へ。

子育て女性就職支援センター
の出張相談
　子育てや介護等家庭責任を担いつ
つも、家庭の外で働きたい女性の相
談に専門アドバイザーが応じます。希
望者には就職コーディネーターが求
人企業の紹介とマッチングを行うな
ど就職支援を行います。1月10日㈫
10 ～16時、子どもの館（八幡西区黒
崎駅西側、COM CITY7階）で。対象は
女性の求職者。調整5人。＃1月6日ま
でに福岡県子育て女性就職支援セン
ター☎571・6440へ。

1月の図書館だより
いずれも休館日は月曜日（9日は除く）
と1日㈷～3日㈫、10日㈫、31日㈫。若
松図書館は2月1日㈬～4日㈯も。
若松図書館☎761・2942
おはなしのこばこ　毎週木曜日の10
時30分～11時。
母と子の読書会　11日㈬10 ～12時。
ブックスタートのおはなし会　13日㈮
10時15分～10時30分。
しかけ絵本展　13日㈮～15日㈰と20
㈮～22日㈰の10 ～18時。

英語で読み聞かせ　14日㈯15時30
分～16時30分。
読書会「ル・リーブル」　15日㈰14 ～
16時。
唐詩教室　17日㈫・24日㈫の10～12
時。
読書会「みらい」　26日㈭10 ～12時。
おはなしのじゅうたん　28日㈯14 ～
14時30分。
島郷こどもと母のとしょかん
☎701・3991
こどもと母の読書会　12日㈭10～12
時。
おたのしみ会「干支のかざりをつくろ
う」　14日㈯10 ～
11時。
成人読書会　19日
㈭10 ～12時。
ブックスタート　21
日 ㈯14時15分 ～
14時30分。

遊びにおいで！

　

▼コスモスひろば＝伝承あそびと
保健師による保健講座。1月19日㈭
　 ▼おひさまルーム＝毎週火～金曜
日（祝日は除く）。親子で遊べるフリー
スペースです。
　♦10 ～11時30分。若松コスモス
保育所（浜町二丁目）で。対象は乳幼児
と保護者。♥同保育所☎761・5622へ。

十日恵比須若松商店街 
元気祭り
　若松恵比須神社・十日えびす祭り
（1月9 ～11日）にあわせて、若松商
店街で多彩なイベントを開催します。
1月10日㈫11～15時、同神社（浜町）・
エスト本町商店街（本町）・明治町銀
天街（本町）で。♥若松区役所総務企
画課☎761・5321内線262へ。

有害鳥類の駆除を実施
　区内の農業地帯や山間部で銃器を
使用して農作物に被害をもたらして
いるカラス・ヒヨドリ・ドバトの駆除を
行います。期間は1月10日㈫～3月31
日㈯の日の出から日没まで。実施地
域は二島、畠田、頓田、竹並、払川、蜑
住、大鳥居、小敷、乙丸、有毛、安屋、小
竹、小石、藤木、修多羅。♥産業経済局
西部農政事務所☎693・9912へ。

戦後強制抑留者の皆様へ
　シベリア戦後強制抑留者に対する
特別給付金を支給しています。
　対象は、旧ソ連邦又はモンゴル国
の地域における戦後強制抑留者で、
平成22年6月16日までに日本国籍を
有する生存者。特別措置法施行日（平
成22年6月16日）以降に亡くなった人
の相続人は請求できますが、施行日
前に亡くなった人のご遺族等は対象
とはなりません）。
　請求受付期間は、平成24年3月31
日です。まだ請求していない人はお
急ぎください（請求期間内に特別給
付金の請求をしなかった場合は支給
できません）。
　請求書をお持ちでない方は、当基
金から請求書類をお送りしますので、
至急、当基金にお電話ください。
※既に特別給付金を支給された方は、
再度の請求は出来ません。
♥平和祈念事業特別基金事業部特
別給付金認定担当☎〈0570〉059・204
（ナビダイヤル）かIP電話、PHSからは
〈03〉5860・2748へ。

子育て教室
　テーマは「早寝、早起き、朝ごはん
～正しい生活リズムは乳幼児期か
ら」。1月12日㈭10 ～11時30分、若松
区役所で。対象は乳幼児と保護者。

健康だより
若松区役所健康相談コーナー

☎761・5321（内線441）

平成24年
201211/

　明けましておめでとうございます。
　謹んで新年のお喜びを申し上げます。
　今年は若戸大橋開通50周年、そして若戸トンネル
開通と若松区の歴史に残る記念すべき年です。
　若松区役所では様々なイベント等を準備し、これを契機に若松区の
魅力を発信し、まちの活性化を図っていきたいと考えております。
　今後も、地域で安心して暮らせるまちづくり、活気あるまちづくりを目指
してまいりますので、区民の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し
上げます。

新春のごあいさつ

若松区長　　石神　勉


